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令和８年第２回立川市農業委員会総会日程 

 

日時  令和８年２月２６日（木）午後３時 

会場  ２０８・２０９会議室 

 

１ 開会 

２ 議事録署名委員の指名 

３  報告事項 

 （１）事務報告 

（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

（３）農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

４  議事  

  議案第１号  中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

         （案）に関する意見聴取について 

  議案第２号  引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

５  その他  

 （１）その他 

６  閉会  
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令和８年第２回立川市農業委員会総会 

                令和８年２月２６日（木） 

                立川市役所２０８・２０９会議室 

 

 

議  席   氏      名  議  席   氏      名  

 １番  鈴  木    豊  君  １０番  鴻  地  文  武  君  

 ２番  嶋  田  貞  芳  君  １１番  岩  崎  紗矢佳  君  

 ３番  髙  杉  晋  一  君  １２番  髙  橋  浩  久  君  

 ４番  内  野  智  行  君  １３番  宮  岡  広  行  君  

 ５番   １４番  田  中  佐  一  君  

 ６番  浅  見  惠  子  君  １５番  清  水  茂  男  君  

 ７番  宿  谷    豊  君  １６番  川  野    進  君  

 ８番  横  幕  玲  子  君  １７番  岡  部  良  己  君  

 ９番  森  谷  一  郎  君    

 

 

事務局職員 

   局長  八  谷  俊太郎  君  

   係長  熊  谷    寛  君  

   主事  東  島  信  幸  君  
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午後２時５９分 開会  

議長   皆さん、改めましてこんにちは。定刻より１分３０秒ぐらい

早いんですけれども、始めたいと思います。 

 先日の農業者大会には、皆さん御出席いただきまして大変あ

りがとうございました。その後、受賞者の祝賀会にも皆さん出

席していただきまして、本当にありがとうございました。 

 今日も、昨日もそうですかね。非常に恵みの雨ということで、

もう畑のほうがすごく乾いていて、これで畑のほうも湿って、

これから植え付けの時期とか種をまく時期になって、本当によ

かったなという感じだと皆さん思われます。 

 また、来月には振興会議と農業委員会の合同の視察なども予

定しておりますので、いろいろとここで行事などもありますけ

れども、お忙しいと思いますけれども、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは、ただいまより令和８年第２回立川市農業委員会総

会を開催いたします。 

 立川市農業委員会規則第６条の規定を満たす数の委員に御出

席をいただいておりますので、本総会は成立しております。 

 本日総会に付議すべき項目は別紙のとおりでございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、座らせていただきます。 

 

議長   それでは、初めに議事録署名委員の指名です。今回は１７番

の岡部委員、２番の嶋田職務代理にお願いをいたします。 

 それでは、（１）事務報告、（２）農地法第４条第１項第７

号の規定による届出が３件、（３）農地法第５条第１項第６号

の規定による届出が７件、一括して事務局より報告をお願いい

たします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 初 め に 報 告 事 項 の ほ う を ３ 件 取 り ま と め

て行わせていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 
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 まず、（１）事務報告を行います。 

 ２月４日（水）、北多摩地区農業委員会連合会優秀農業経営

者表彰式が開催され、清水委員、会長、職務代理、事務局が出

席をいたしました。 

 ２月６日（金）、地域計画座談会が開催され、会長、岡部委

員、事務局が出席をいたしました。 

 ２月１０日（火）、東京都農業会議常設審議委員会が開催さ

れ、会長が出席されました。 

 ２月２４日（火）、第６７回東京都農業委員会・農業者大会

が開催され、農業委員、農地利用最適化推進委員、事務局が参

加いたしました。 

 委員会といたしまして、２月２４日（火）午後６時より顕彰

事業受賞者の祝賀会をホテルエミシア東京立川で行いました。 

 また、２月１６日（月）と２月２０日（金）、２月の総会に

向けた現地調査を、２６日（木）午後３時より第２回総会、終

了後、全員協議会を開催いたします。 

 明日以降でございます。 

 ３月４日（水）、女性の農業委員会活動推進シンポジウムが

開催され、浅見委員が出席される予定です。 

 ３月５日（木）、立川市農業委員会・立川農業振興会議の合

同視察研修を行い、農業委員会、事務局が出席を予定しており

ます。 

 ３月６日（金）、東京都農業会議主任職員協議会が開催され、

事務局が出席を予定しております。 

 ３月１７日（火）、東京都農業会議通常総会及び常設審議委

員会が開催され、会長が出席される予定です。 

 委員会といたしまして、３月１６日（月）、３月の総会に向

けた現地調査を、２６日（木）午後３時より第３回総会、終了

後、全員協議会を開催いたします。 

 報告事項（１）事務報告は以上でございます。 

 続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でございます。 
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 報告事項（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出

３件について御報告いたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 １件目、農地の所在は幸町３丁目の１筆。地目は登記簿上が

畑、現況は宅地。面積は２６１㎡。転用目的は駐車場用地でご

ざいます。 

 ２件目、農地の所在は上砂町５丁目の２筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は１，１５６㎡。転用目的は住宅用地

でございます。 

 ３件目、農地の所在は錦町６丁目の２筆。地目は登記簿上が

畑、現況は宅地。面積は８０５㎡です。転用目的は住宅用地で

ございます。 

 おのおの周辺略図を御参照ください。 

 続きまして、報告事項（３）農地法第５条第１項第６号の規

定による届出７件について御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 １件目、農地の所在は柏町１丁目の１筆。地目は登記簿上が

畑、現況も畑。面積は８３３㎡。転用目的は駐車場でございま

す。 

 ２件目、農地の所在は一番町１丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は５２３㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ３件目、農地の所在は砂川町２丁目の２筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地と道路。面積は３４９㎡。転用目的は住宅用

地でございます。 

 ４件目、農地の所在は羽衣町３丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は雑種地。面積は１６㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 ５件目、農地の所在は砂川町８丁目の１筆。地目は登記簿上
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が畑、現況は宅地。面積は３４９㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 ６件目、農地の所在は柏町１丁目の６筆。地目は登記簿上が

畑、現況は畑と道路。面積は２３９１．３７㎡。転用目的は住

宅用地でございます。 

 ７件目、農地の所在は西砂町２丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は２１６㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 おのおの周辺略図を御参照ください。 

 報告は以上となります。 

議 長   た だ い ま 報 告 が あ り ま し た 件 に つ い て 、 何 か 御 質 問 が あ っ

たらお願いをいたします。 

 岩崎委員、お願いします。 

１ １ 番  お 聞 き し た い ん で す が 、 ５ 番 の と こ ろ で 右 側 の ほ う の 「 施

設等」のところに、昭和５０年より未登記の住宅が建っていて、

これを使う、継続して使うというところなんですが、このよう

な状態で今回、あえて５条を出すきっかけとなった出来事とか、

何で正しいことをしようとしたというか、そこのところの契機

みたいなものをお教えいただけたら、ほかの例にも役立つのか

なと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

主事   お答えいたします。 

 すみません、契機まで詳しくは、詳細は聞いておりませんが、

今回、もともと３人の共有名義だったものを、お１人の名義に

集約するという目的がございまして、その際に恐らく、財産整

理じゃないですけれども、持分を１人１人に集約しようという

ところで、地目が変わっていなかったので今回の届出を出した

ものと理解しております。 

１１番 ありがとうございます。 

 ちなみに言うと、売買とかではなく持分の放棄ですか。ちな

みに。 

主事   そこまでは分からないです。 
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１１番  書いていないですか。 

主事   はい。  

１１番  それについて何かそこに書いていないですか。 

主事   所有権移転としか入っていないですね。 

１１番 分かりました。ありがとうございます。 

議長   そのほか御質問ありますか。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が あ り ま せ ん の で 、 報 告 事 項 に つ い て は こ

れで終了をいたします。 

 次に、議案第１号、農地中間管理事業の推進に関する法第１

９条第２項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画（案）に

関する意見聴取、２件を議題に呈します。 

 今回の借受人２名は、この１年以内に中間管理事業にて借受

けされた方となります。貸借の際に確認する３要件については

変更がないことを現地調査のときに確認済みでございます。こ

のため、申請者の意思確認等の質疑のための来庁は不要と判断

し、計画書の内容についてのみ審議したいとしましたので、御

承知おきください。 

 この２件の案件については、もうその前に実際来て質疑をし

た関係で、そんなに期間がたっていないということで、今回は

来庁を不要ということで判断をさせていただきましたので、そ

の辺も御承知いただきたいと思います。 

 それでは、事務局より議案第１号について説明をお願いしま

す。 

局 長   そ れ で は 、 議 案 第 １ 号 、 中 間 管 理 事 業 に お け る 農 用 地 利 用

集積等促進計画（案）に関する意見聴取について御説明をいた

します。 

 農地の所在、貸借人については記載のとおりでございます。 

 農業委員会としては、農地中間管理機構より貸借についての

意見聴取を求められており、農地法３条許可同様の要件との確

認を行うものとなっております。 
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 今回は農用地利用集積等促進計画（案）の提出がありました

ので、お手元の計画書（案）、現地調査及び委員からの補足説

明を基に本事業の貸借について委員の皆様から御意見をいただ

きたいと思います。 

 まず、議案第１号の１についてです。現地調査を申請人立会

いの下、嶋田職務代理、岡部委員、川野委員、事務局で行いま

したので、調査結果を御説明いたします。 

 現在、申請者は市内で合わせて２．６ha以上の農地に作付を

し、主に野菜の生産で農業経営をされており、今年度、東京都

指導農業士の認定を受けられました。貸借が予定されている農

地は約３３０㎡で、申請者と御家族等の従事者計４名で担われ

るとのことです。機器類についてもトラクターを所有し、十分

耕作が行え、予冷庫もあるので収穫物の保管も可能です。効率

利用要件について問題ないものと考えます。 

 なお、従事者に研修生がいらっしゃるとのことで、今回の貸

借地ではホウレンソウを作付する予定となっております。 

 また、計画書において年間３００日、従事するとのことです

ので、常時従事要件も問題ないものと考えます。 

 地域との調和要件ですけれども、農薬等散布は隣接した畑に

留意しながら防除基準に従って行うとのことでした。 

 また、申請者には聞き取り調査を行い、法令を遵守されてい

ることを確認済みでございます。 

 生産されたものについては近隣の量販店に卸す予定とのこと

です。 

 貸借の方法は２年１か月の賃貸借を予定しており、賃料につ

いては都内農地での平均的価格から算出されております。 

 なお、現地調査の際に申請者と中間管理機構との間で賃料を

決定する明確なやり取りがなかったというお話がございました。

現地調査後、農地中間管理機構に確認をされて、現在はこの額

で相互に合意がされております。 

 なお、この貸借期間は、昨年、中間管理事業で貸借された隣
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接農地の貸付期間の終期、終わりに合わせたとのことです。 

 続きまして、議案第１号の２についてです。こちらは現地調

査を申請人及び貸付人立会いの下、鈴木会長、嶋田職務代理、

岡部委員、川野委員、事務局、農地中間管理機構で行いました

ので、調査結果を御説明いたします。なお、こちらは農地中間

管理機構の担当職員にも御参加いただきました。 

 現在、申請者は市内外合わせて２ ha以上の農地に作付をし、

主に植木生産による農業経営をされております。貸借が予定さ

れている農地は約２，６００㎡で、申請法人の役員等３名、従

業員５名の計８名で担われるとのことです。 

 機器類についても、トラクターやユンボを所有し、十分耕作

を行えるということで、効率利用要件は問題ないものと考えま

す。 

 また、計画書において申請法人の代表者は主たる従事者とな

っており、１５０日以上従事するとのことですので、常時従事

要件も問題ないものと考えます。 

 地域との調和要件ですが、立川市植木組合に加盟し、ほかの

農業者と協力しながら地域内農業振興の発展に努めるとされて

おり、こちらも問題ないものと考えます。申請者には聞き取り

調査を行い、法令を遵守されていることを確認済みでございま

す。 

 １０年間の使用貸借を予定しており、併せて長期貸借奨励事

業の申請も予定されているとのことです。 

 農地中間管理事業では、農地の貸借について中間管理機構が

間に入って行います。中間管理機構が貸し借りの条件を双方に

確認し、促進計画の作成、貸借となるものです。 

 今回は一般的な条件を共通事項として定めたこと以外を、覚

書を作成しております。植木生産における管理方法や返還の際

の原状回復等に関することを別途作成したもので、こちらにつ

いては本日、追加資料でお配りをしております。 

 なお、覚書の当初案では、中間管理機構がどのように関わる
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かが明確にはなっておりませんでした。この覚書では、基本的

な農地の管理や返還時の条件などを貸借する者双方が合意し定

めるもので、中間管理機構として農地の貸借には直接関わりが

ないとの考えもあります。 

 また、共通事項を読めば中間管理機構も協議することになっ

ており、中間管理機構が関わる記載がございませんでした。現

地調査時に委員から、覚書にも機構が関わることを記載し、こ

れだけを見ても分かるようにするべきとの意見があり、今回修

正をしてございます。 

 議案第１号の説明については以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 現地で確認された委員から補足説明をお願いしたいと思いま

す。 

 まず、１番から２番ですね。まず初めに岡部委員、お願いし

ます。 

１ ７ 番  た だ い ま 事 務 局 の ほ う か ら 御 説 明 が あ り ま し た と お り な ん

ですけれども、１番の方なんですけれども、昨年、隣接したと

ころを３年間、契約が終結されておりまして、内容も同じなの

で、今回まるっきり問題はないんじゃないかという判断をいた

しました。 

 ２番なんですけれども、かねてから私が言っておりました、

貸手と借手と中間事業が今回初めて三者で同じ圃場を見ながら、

いろいろやり取りができて、すごい有意義な集まりができたと

思っております。内容については全く問題ありません。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、川野委員、１番から２番をお願いします。 

１ ６ 番  １ 番 に つ い て は 特 に 問 題 な い と 思 い ま す 。 ち ょ っ と 先 ほ ど

の事務局の説明であったとおり、使用貸借、賃貸借の関係で、

ちょっとそごがあったようですけれども、解決しているという

ことですので、特に問題ないと思います。 
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 それから、２番についても特に問題ないんですけれども、や

はり岡部委員が言ったとおり、三者来て、その場で立ち会って

意見交換するのが一番いいんじゃないかなと感じました。中間

管理機構のほうは感じとしては、何か及び腰なような感じを大

変受けましたので、今回については地区の中の方が借手として、

いつも顔を知っている方ですけれども、これがまた全然知らな

い方に貸すときといった場合、その辺が危惧されるかなと感じ

ました。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、嶋田職務代理、お願いします。 

２ 番   １ 番 、 ２ 番 に つ い て で す け れ ど も 、 各 委 員 が 今 言 っ た こ と

で問題ないと思います。私からの補足事項はありません。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 私のほうでは番号では２番のほうを立会いいたしましたので、

こちらについて、本当に今回初めて借手、貸手が一緒に調査に

来ていただいたのと、あとは中間管理機構の職員の方も立会い、

中間に入っていただきましたので、やはり今回２番の方、特に

植木生産していますので、借りて急に返してくれと言った場合、

どうしてもそこでトラブルがあるのは嫌だよねという話があっ

たんですね。その関係で別途、覚書に一部載せていただいたん

です。 

 ただ、中間管理のほうの契約書の中には小さく書いてあるん

ですね。その内容が。この小さいのだと恐らく分からないので、

ここに分かるように大きく書いておいてくれということで、そ

れだったらいいよねということで書いていただいたんです。 

 ということで、そうすると、地元の農業委員さんが替わった

としても、次の方も分かるように、問題がないように、そのよ

うに今回していただきましたので、今後もそういうような形で

取れたら非常にいいんじゃないのかなと思いました。 
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 以上でございます。 

 ただいま説明がありました件について御質問があったらお願

いいたします。お願いします。 

１ １ 番  先 ほ ど 、 こ の 覚 書 に つ い て 中 間 管 理 機 構 も 関 与 す べ き で は

ないかというお話で、修正しているというお話だったんでした

っけね。それは名前が入るだけであって、内容については変更

はないというイメージですか。 

議長   第５条に入ったわけですよね。 

１１番 これが最終版。 

議長   最終版です。 

１ １ 番  な る ほ ど 。 そ う で あ る な ら ば 、 細 か い 字 で 書 い て あ る 読 め

ないものと、これとが……。 

議長   違っていたんです。内容が。 

１ １ 番  内 容 が 違 う と い う か 、 多 分 、 現 実 的 に こ れ が あ る こ と で ト

ラブルは防げると思いますが、要は、毎回の説明で恐縮ですけ

れども、貸手がいて、借りるのは中間管理で、そこに貸借があ

って、中間管理から借手が貸借があるわけですから、貸借があ

って転貸借があるわけじゃないですか。そうすると、この借手

さんの契約の相手って中間管理ですよね。だから、そこにしか

契約関係がないから、この人が何か義務を負うとしたら、それ

は中間管理に負うわけですよね。中間管理が地主さんに責任を

負うわけですよね。そうすると、この人が農地を返す相手って

中間管理になるわけですよね。なんですけれども、その４条の

ところで、４条の２項が甲に返還するものとするというふうに

あるじゃないですか。乙は甲に返還。４条１項は賃貸借終了時

において甲は云々かんぬん、云々かんぬんで、農地を甲に返還

するものとするというところで、借りていない人に返すという

ことになる。本人としては義務を負っていない人に返すという

構造になっているので、やはりこれは、これがあることで、恐

らくとてもいいことだと思うんですよ。 

 だから、あれは本当に最後、返すときにトラブルはこれで防
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止、任意で、任意で話合いで終わるんだったら防止できると思

うんですけれども、では、もっともめて、現実にこれを証拠と

して何かの訴訟手続みたいになったときには、ちょっと契約関

係がこちらで定められているものと違ってはいますよね。だっ

て転貸借なんだもん。ということを農業会議は理解していて、

あえてこれなのかどうかというところではありますよね。そこ

がちょっと気になります。 

議 長   一 番 の 問 題 は 、 覚 書 と い う の は 双 方 が 確 実 の 約 束 事 で 、 こ

れは交わしたということなんですね。本来だとここに中間管理

機構が入れてくれと最初は言ったんですね。ここに。そうした

ら、現実は覚書のほうは入れられないということだったんです。

それで、では、双方で約束事ということで覚書をしましょうね

ということで、これをつくったんですね。 

１ １ 番  分 か り ま す 。 と て も 分 か り ま す 。 と て も 分 か り ま す が 、 こ

れをもって最終的に、この借主さんなり地主さんを守れるもの

かどうかというところは、責任は持てないです。これはあくま

で当事者双方のリスクで書いてもらったもので、そこに、農業

会議は本来責任があると思いますが、農業委員会はこれを承認

する立場でもないし、これをつくった立場でもないと。あくま

でも当事者双方のお考えということで理解して、決議を取るべ

きではないかと思います。 

議長   あと、事務局でちょっと付け加えてください。 

局 長   そ う し ま す と 、 今 お 話 し い た だ い た と こ ろ の 中 で は 、 覚 書

には中間管理事業、甲、乙、丙が併記されているべきではない

かとか、意見を言うことは可能かなと思っておりまして、先ほ

ど、今、やはり論理的に見てみると、守れるんだろうけれども、

足りないんじゃないかなというところ。要は、中間管理事業に

関わっているところがきちんと表記されていないというところ

で、覚書として修正を加えたほうがいいという、そういった御

意見ということでしょうか。 

１ １ 番  そ う で す ね 。 だ か ら 、 こ の 覚 書 を ど う い う … … 。 そ う で す
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ね。ストレートに言うとそうです。もしそれができないとなっ

たときに、どうしても中間管理機構が拒否するとなったときに、

では、これを本来の賃貸借と転貸借の法律関係からとは別に、

当事者の何らかの合意として見て、その有効性があるのかどう

か。いや、賃貸借と転貸借の関係に乗っからない。そこを関係

なく、ここのところで事実上、別の契約についての約束をして

いるみたいな、そういう構造になっちゃうじゃないですか。と

いうところをどう見るかだと思います。 

 本来はその三者間でやって、だって、この借主さんが返すの

は中間管理機構であり、中間管理機構はそれで貸主さんに返す

というところですよね。元の賃貸借、転貸借の関係からすると。

だから、そことはちょっと矛盾はしているとは思いますが、当

事者間の抑止力にはなると思うので、全く効果がないわけでは

ないと思いますが、どう考えるかなというのと、これが今回は

多分いい、大丈夫だと思うんですけれども、これが常態化した

ときに、常態化というか、これをいい例として、もしも進めて

いくとなると、間に中間管理機構が入ってくれるから安心だと

言って、そういうパンフレットに書いてあるじゃないですか。 

２ 番   上 物 に つ い て 別 に 貸 し 借 り を し て い な い ん だ か ら 、 当 日 の

中間管理機構の方の説明でいくと、中間管理機構は、あくまで

も土地の貸借について行うものであって、今、心配されている

上物ですとか残置物、前に問題になった。あれについては中間

管理機構が貸しているわけじゃないから、ここの中には入れら

れないんだというような説明を聞いたんですよ。 

 ということであれば、それの保護として覚書で、その上物に

ついてはこういう条件でお互い、お互いというか、中間管理は

一歩引いたところで見て、それで何か問題になったときには中

間管理が当然、土地も貸しているんだから、そこまではちゃん

と責任を負ってくださいというふうな内容で、当日、岡部委員

だとか皆さんが、それはおかしいでしょうと。土地を貸すだけ

で上物については知りませんよって、それはちょっとというふ
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うな話で、では、その覚書の中に中間管理機構も問題が起きた

ときには必ず入りますよというのを、覚書のほうでもいいから

入れてくれという。で、今回のことになったというふうに私は

理解しているので。 

 あくまでも中間管理としては土地を貸しているというか……。

の立場であるから、上物、残置物については中間管理は、はっ

きり言うと関係ないというふうな言い方は。そんな乱暴なこと

は言わなかったですけれども、だから入れられないんだという

説明だったんですけれども、では、でも、それはおかしいでし

ょうということで、覚書なり、何か端っこにちょびっとでも乙

が入るようにしてくださいということで、今回になったという

ふうに私は理解したんですけれども。 

１１番 すみません。いいですか。 

 繰り返しであります。私は、この覚書の効力を否定しようと

するものではないですが、今後、もしこれをよりよい方向に持

っていくのであれば、これを機に意見ということとして申し上

げます。 

 もし農業会議の言い分というか、中間管理機構の言い分とい

うか、御主張が通るのならば、当該農地を甲に返還するという

ところは、やっぱり農地という表現なので、上物、上物と言い

ながら、ここに書いてあるのは農地ではないかというふうには

なると思いますので、そこは御主張に沿わない文面になってい

ると思いますので、中間管理機構としては、もう少し整理した

議論をすべきであったのではないかと思います。 

 仮に上物だというところで、木ですからね。土地の付着物な

ので、別途の不動産ではないですから、土地と離して考えるの

かというところはあると思います。昨今、問題になっている所

有者不明農地で、特に果樹園なんかのときに、土地と離して上

の果樹だけを切っていいかみたいなところで、中間管理機構は

別の、同じ一体として貸しているものだというふうな意見を言

っている中間管理機構も、別の件ではございますので。 
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 だから、むしろ貸しているだけなので、使用収益権があるだ

けなので、そこの上に生えている果樹を伐採したらば、それは

使用収益の範囲を超えているではないかみたいなね。貸してい

るだけなのに伐採して処分されたみたいな、そういう意見を言

う中間管理機構もありますので、考えはそれぞれなんだろうな

とは思いますが、上物と御主張するのならば、農地を返すとい

うところはなかなか違う。農地はあなたが貸していると。上物

について整理してねという文章だったら、まだその御主張には

合うかなとは思いますけれどもね。 

 この、まさにあなたが貸していると言っている、その農地を

返還すると書いてあるところは、どう整理するのだろうなとい

う疑問はありますが、いずれにしても、繰り返しになりますけ

れども、当事者の抑止力にはなるであろうというところで、別

にあることが駄目ということではないと。ただ、欲を言うなら

ば、中間管理機構はもう少し、その御主張をするなら、それに

沿った覚書なんじゃないかなとは思いますね。 

 要は、この覚書と、この後ろについている小さい字の約款的

なものですね。これは矛盾をしているようなときに、どっちの

効力が効いてくるのだという問題が起きないといいなと思った

というところです。別に今回のこの件について、この覚書をど

うすべきだというふうな意見があるわけではなく、当事者が結

んだものであるならば、それはそうなのではないかというふう

に思います。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 今 い た だ い た 内 容 の 委 員 会 か ら の 意 見 と

いうところとして、やはり今後も植木の生産の畑について、こ

ういった貸借が出てきた場合にどうするのかといった事例にな

っていくものというふうに考えますので、これについては委員

会として、今言った中間管理事業の関わり方というのが、どう

あるべきなのかというところと、あと、覚書の書き方、記載の

仕方というところで意見を、事務局のほうで一度つくらせてい

ただいて、改めて岩崎委員に御確認いただいた上で、会長にお
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話しさせていただいて提出させていただけたらと思いますので、

よろしいでしょうか。 

議 長   分 か り ま し た 。 で は 、 そ う い う ふ う な 形 で よ ろ し い で し ょ

うか。 

 そのほかありますか。よろしいですか。では、川野委員。 

１ ６ 番  今 、 土 地 と 上 物 を 切 り 離 す と い う 考 え 方 だ っ た ん で す け れ

ども、今回植木で、今後あるか分からないんですけれども、例

えばハウスとか、そういうものが１０年の貸借だと可能性とし

てはあると思うんですけれども、そうしたときも覚書を基本的

には取るような方向にするんでしょうか。それは当事者間で決

めろということ。委員会としてどうするのかなと思ったんです

けれども。 

議 長   こ れ は も う 一 度 、 中 間 管 理 機 構 に 確 認 を 取 っ て か ら に し た

ほうがいいですかね。どうですか。 

１６番 今、結論は出ない話だと思います。 

議 長   そ の 辺 は 、 で は 、 そ れ も 併 せ て 御 検 討 い た だ い て も い い で

すか。 

局 長   こ こ の 貸 借 で の 契 約 関 係 も 含 め て 、 中 間 管 理 機 構 の ほ う で

行っていく話になりますので、今言ったようなハウスについて

は、では、どうなるのかといったこと、また、事例が出てくる

たびに積み上げていく状況なのかなというふうに、今、認識し

ておりますので。 

 また、当然ハウスを建てるよということであれば、覚書にし

てやっていただいたほうが確実なのかなという感覚はあります

けれども、このちっちゃい字で書くところに入れるだけでも事

足りる場合もありますので、最終的に更地にして返すのかどう

かというところですね。そこの部分が更地にして返すんだとい

うことであれば、あえて覚書にしなくてもいいのかなとも思い

ますので、そこら辺はどういうふうな契約になるのか。多分そ

のときそのときの契約内容によってくると思います。なので、

中間管理機構のほうで整理をしていただく内容かなというふう
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に考えます。ちょっと問合せします。 

１１番 更地にして返すって書いてありますよね。 

１ ２ 番  ち ょ っ と 確 認 で す け れ ど も 、 覚 書 １ 条 で 現 況 写 真 に よ り 確

認と書いてありますけれども、結局、更地で借りられるんです

か。ここ。 

局 長   こ こ の 農 地 に つ い て は 、 現 況 が 既 に そ う い っ た 、 い ろ い ろ

と植わった状態というふうになっておりますので、それをもっ

て現況ということで。いわゆる一般的な、木に何も植わってい

ない農地というわけではないということで御理解いただければ。 

１２番 分かりました。大丈夫です。 

１ １ 番  今 、 木 が 植 わ っ て い る 、 そ の 木 は 切 っ て も い い ん で す か 。

借主さんが。 

局 長   現 状 、 甲 と 丙 の と こ ろ の 中 で 、 そ う い っ た 木 を 切 っ て は い

けないというところのお話と、我々のほうでしっかり把握して

いませんが、基本的には管理をしていくというところが、借り

る側がきちんと管理していくということで聞いていますので、

そういう意味合いでは切って出していくというところも可能と

いうことで認識しております。 

議 長   い ず れ に し て も 、 総 合 的 に 今 言 っ た 質 問 等 に つ い て 、 ま た

次回か、その後でも、また説明のほうをお願いしたいと思いま

す。 

 では、質問はありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 議 案 第 １ 号 、 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る

法 第 １ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画

（案）に関する意見聴取について、要件を満たしているとして

賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 要 件 を 満 た し て

いるとして回答することにいたします。 

 次に、議案第２号、引き続き農業経営を行っている旨の証明
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について議案に呈します。 

 今回も件数が多いため、２班に分かれて調査を行いました。

それではまず、議案第２号の１から４を事務局より説明をお願

いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ２ 号 の 引 き 続 き 農 業 経 営 を 行 っ て

いる旨の証明について御説明をいたします。 

 農地相続人の住所、氏名につきましては記載のとおりでござ

います。 

 まず、議案第２号の１から４の調査結果を御報告いたします。

現地調査は鈴木会長、横幕委員、清水委員、内野委員、事務局

で行いました。 

 議案第２号の１、若葉町２丁目の２筆、３丁目の４筆の計６

筆となります。略図１を御覧ください。略図１の農地は若葉町

団地入口交差点付近に位置する農地となります。シラカシやト

キワマンサク、ドウダンツツジなど、多品種の植木の生産をさ

れておりました。まず、図面下、五日市街道南側の農地ですけ

れども、こちらはもともと１筆の農地でした。道路工事のため

一部が収用され、２つに分かれたものとなっております。境界

も確認でき、肥培管理は良好でした。次に、五日市街道北の農

地ですが、自宅周辺に位置し、境界、肥培管理とも問題はござ

いませんでした。なお、自宅東のくぼんだ箇所はトイレや車庫

が立地しているため、一部を納税猶予地から外しております。

一番北の農地は道路工事収用の際の代替地となります。こちら

も境界、肥培管理とも問題なく良好でした。 

 続きまして、議案第２号の２、砂川町１丁目の１筆となりま

す。略図２を御覧ください。みのーれ立川店の北側に広がる農

地で、現在はノラボウ菜やタマネギを生産されておりました。

春以降はジャガイモやナスなどを作付予定しているとのことで

す。境界は確認でき、肥培管理は良好でした。なお、この畑の

南側には家が建ち並び、冬場は地面が凍ったり、陽の光が当た

らない時間が長く、作付ができないというお話をいただいてお
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ります。また、東側にある事務所裏の万年塀がかなり斜めにな

っておりまして、畑側に崩れないか心配な状況となっておりま

した。 

 続いて、議案第２号の３、砂川町２丁目の２筆、３丁目の２

筆、８丁目の５筆の計９筆となります。 

 まず、略図３－１を御覧ください。略図３－１は砂川三番の

南に広がる農地となります。道路で区切られた南側の畑ではコ

マツナの種をまいておりましたが、この冬の極端な少雨により

発芽しなかったり、鳥の食害で生産が十分できていないという

お話でした。その北は果樹を主に生産されておりましたが、雑

草や剪定枝の残渣が目立ち、委員から片づけるよう指導があり

ました。境界は確認できております。略図３－２を御覧くださ

い。略図３－２の南側の農地は玉川上水路、金比羅橋の北に位

置する農地となります。ハウスでの育苗やホウレンソウ、コマ

ツナを生産されておりました。こちらも雑草や野菜の残渣が目

立ち、委員より片づけるよう指導がございました。北側の農地

はブロッコリーやネギ、ホウレンソウなどを生産されておりま

した。境界は確認できております。こちらも雑草や残渣がやや

目立っております。なお、北側の農地の南西と北西に一部くぼ

んだ箇所がございますが、こちらは以前、看板が設置されてい

た箇所で、納税猶予地から外されております。 

 ３か所の農地に共通しておりますけれども、生産をお１人で

行っていることから管理が追いついていない状況が見られてお

ります。生産の回転も少なく、次の作付までに期間が開くこと

から残渣が目立つ状態となっております。委員からは、１人で

管理しやすい野菜に変更したり、援農ボランティアなどを頼ん

ではどうかという提案がございました。 

 また、こちらの農地は以前、農地パトロールで指導対象とな

ったところでございます。全く管理がされていないわけではあ

りませんが、十分とは言えない状況でしたので、地区委員が今

後、改善状況を確認することとなっております。会長からも、



-  2 1  -  

もう少し改善されない場合は、再びパトロール対象となると伝

えております。 

 続いて、議案第２号の４、砂川町２丁目の１筆、３丁目の２

筆の計３筆となります。略図４を御覧ください。北側は砂川三

番の北の自宅裏に広がる農地です。柿やブルーベリーなどの果

樹を生産されておりました。肥培管理は良好で、境界も確認で

きております。南側は昭和記念公園砂川口の北に広がる農地で

す。ブルーベリーを生産されておりました。肥培管理は良好で

境界も確認できております。 

 今回の３筆は、全て都市農地貸借円滑化法により、親族の法

人へ貸し出しておりますが、所有者も本人も耕作に携わってい

ることから、１割従事についても問題はございません。また、

都市農業の有する機能を発揮するものとして、生産物の大半を

地域の直売所等で販売しており、こちらも問題がないことを確

認しております。 

 議案第２号の１から４については以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、確認を担当された委員から補足説明をお願いいた

します。 

 まず、１番ですね。私のほうから、まず１番を報告させてい

ただきます。 

 この１番の方は植木生産をされていまして、非常に広大な面

積で植木生産をしている方でございます。非常にきれいに、ま

た、非常に多種、品目もたくさんあって、非常に管理もよくさ

れていましたが、若干少し伐採された木などもありましたので、

それはちょうど今、植木屋さんは非常に今、忙しい時期なので、

この時期を過ぎたら片づけていただきたいという話をさせてい

ただきました。それとあと、若葉町のところですかね。そこの

抜けている部分は収用農地ということで、それが代替になった

ところでございます。ということで、全体的には問題のない農

地でございました。 
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 以上でございます。 

 続きまして、２番ですね。清水委員、お願いします。 

１ ５ 番  略 図 ２ を 御 覧 く だ さ い 。 こ ち ら の 畑 は タ マ ネ ギ や ノ ラ ボ ウ

菜が植わってありました。空いている畑があったんですが、夏

野菜のために準備をしているということで、耕されていました。

周りが全部、家が建っているんですけれども、その建物の境の

ブロック塀の周りにずっと草が生えていたんですが、聞いたと

ころ、除草剤をかけたばかりでまだ効いていないので、その辺

は大丈夫ということと、あと、壁も、万年塀が少し壊れていた

んですが、話をすると、修理がちょっとお金がかかるのでねと

いうことでは言っていましたが、その辺は気になったので言っ

ておきました。境界石も確認でき、肥培管理も良好で、特に問

題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、３番と４番。内野委員、お願いします。 

４ 番   こ の 方 の 畑 な ん で す け れ ど も 、 事 務 局 か ら 報 告 が あ っ た と

おりなんですけれども、きちんと野菜は生産されているんです

けれども、何しろ片づけが全然追いついていなくて、四、五年

前にたしか農地パトロールの対象だったと思うんですけれども、

そのときよりは大分、畑のほうはきれいになっています。 

 略図３－１の南側の畑なんですけれども、二、三年前までは

全く何も作付されなくて、農地パトロールがあってから、よく

いろんな野菜を植えるようになりました。あと、略図３－２の

北側の畑なんですけれども、ハウスの中も収穫が終わった、多

分あれはパプリカか何かだと思うんですけれども、それが枯れ

たままになっていまして、一応機械は持っているんですよ。い

い機械を。新しい機械が。ただ、それを使っていないというだ

けなので。 

 それとあと、一部、この方は多分ハウスのビニールを自分で

張り替えているんですよね。そのビニールをどこにも捨てない
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で、端っこに山積みになっているんですよ。一応、今ちょっと

自分は分からないんですけれども、農協さんのほうに確認して

もらって、そういうビニールを受け付けてくれる業者さんがあ

れば、探してくださいということはお願いしているんですけれ

ども、幾ら片づけろと言っても、捨てるところがないと片づけ

られないと思いますので。多分それも前回のとき、そういう話

題があったと思うんですけれども。 

 あとは、そんなもんですかね。よく片づけてくれと言ってい

まして、片づけがないと、また農地パトロールになりますよと

は言ってあります。自分もちょくちょく現地を確認したいと思

います。 

 ４番の方なんですけれども、境界石も確認できましたし、肥

培管理も良好です。果樹のほうなんですけれども、一応みのー

れの出荷と、あと、自宅の畑に自販機がありまして、そちらの

ほうで販売しております。また、ここの畑とは違うんですけれ

ども、今年、何かキウイフルーツがよくでき過ぎちゃって、か

なり破棄したそうです。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 １点だけ私のほうから補足説明させていただきます。こちら

の３番の方ですね。今、内野委員からもいろいろと説明してい

ただきましたが、この方は非常によく仕事をして、もう手も真

っ黒になって、よくするのは、もうほとんどの皆さん、よく知

っている方だと思います。 

 それで、どうしても手が回らない。１人でやっているので。

片づけてからそこに植え付けるという感じなんですね。事前に

片づけないので。その時期になって片づけて、それで植え付け

をするということで。それまでそのままになってしまうという

ことで、決してやっていないわけじゃないので。ただ、やって

いるからこそ、やはり余計忙しくて、もうそれは一理あるので、

まるっきりやらないできれいにしているよりは、よっぽど私は
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いいと思うんです。ただ作らないできれいにしているほうが一

番悪い農地だと私は思っています。 

 ただし、先ほど内野委員が言われたように、ビニールとかも

何年か前のもあったような気がしたんですね。なので、私も以

前、ほかの委員さんから、コンテナを１つ借りて、そこにどん

どん入れて、一回処分すればいいんだよということを話したん

ですけれども、そうすると、すぐきれいになっちゃうからとい

うことで。では、ちょっと検討してみますということで言った

り。 

 あと、場所的には略図３－１のところが、ちょっと伸びたま

まの状態に梅とかがなっているので、それは業者を入れて、き

れいにしていただけるということでしたので、やっていただけ

るという約束をいただきましたので。 

 いずれにしても、ここに書いてあるように、改善されていな

い場合は対象になる可能性がありますよ。なるとは言っていま

せんからね。そういうような形でお願いをしておきました。 

 以上です。 

 横幕委員、ありましたら。ないですか。 

８番   特にないです。 

議長   ないですか。 

 それでは、ないようなので、質問があったらお願いしたいと

思います。よろしいですか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 続 い て 、 議 案 第 ２ 号 の ５ か ら ８ を 事 務 局 よ り 説

明をお願いします。 

局 長   続 き ま し て 、 議 案 第 ２ 号 の ５ か ら ８ の 調 査 結 果 に つ い て 御

報告をいたします。 

 現地調査は嶋田職務代理、鴻地委員、川野委員、岡部委員、

事務局で行っております。 

 議案第２号の５、砂川町８丁目の３筆、上砂町４丁目の１筆

の計４筆となります。略図５を御覧ください。略図５の南側の
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農地は砂川二番バス停の北に位置する農地で、桃やポポーの木

を生産されておりました。肥培管理は良好で、境界も確認でき

ております。北側の農地は砂川町８丁目バス停の南西に位置し

ており、モミジやソヨゴ、ヤマボウシなどを生産されておりま

した。肥培管理は良好でしたが、一番北側に面した道路沿いの

垣根が若干道路にはみ出ておりましたので、剪定するように委

員より指導がございました。境界は確認できております。 

 続いて、議案第２号の６、西砂町２丁目の４筆となります。

略図６を御覧ください。略図６は西砂小学校の北側に位置する

農地で、南北に細長いほうの農地ではネギやニンニクを生産さ

れており、今後、スイカやカボチャの作付を予定しているとの

ことです。左側真ん中の一部欠けている部分は墓の跡地で、猶

予地から外しております。東側の農地は都市農地貸借円滑化法

による貸付けを行っており、調査時は作物は植えられておりま

せんでしたが、きれいに耕うんされておりました。御本人は年

間３０日程度、農作業に従事しているほか、日頃から農道の掃

除や見回りをされているとのことです。いずれも肥培管理は良

好で、境界も確認できております。 

 続いて、議案第３号の７、西砂町２丁目の３筆、４丁目の４

筆の計７筆となります。略図７－１を御覧ください。略図７－

１は西武拝島線沿いの昭島市との市境の農地で、これからキャ

ベツを生産する予定とのことで、一面耕うんをされておりまし

た。続いて、略図７－２を御覧ください。略図７－２は西砂ス

ポーツ広場北バス停の北に位置する農地で、こちらもこれから

キャベツやレタスを生産されるとのことで、一面耕うんをされ

ておりました。ビニールハウスが２棟建っており、レタスの苗

を育苗中でした。西側のくぼんでいる部分はコンクリートが敷

かれた資材置場となっており、納税猶予地から外れております。

また、猶予地にまたがるように、かつて豚舎であった建物が位

置しており、そちらも猶予地から外れております。 

 いずれも肥培管理は良好でしたが、一部の境界の石などの目
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印が分かりづらく、次回の調査時には埋もれてしまいそうな状

況であったため、次回も必ず確認できるように対策を講じるよ

う、委員より指導がございました。 

 続いて、議案第３号の８、砂川町３丁目の２筆となります。

略図８を御覧ください。略図８は見影橋公園の南東に位置する

農地で、ソヨゴやエゴなどの植木を生産されており、一部では

キャベツやブロッコリーなどの野菜も生産されておりました。

肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 議案第３号の５から８は以上となります。 

議 長   そ れ で は 、 確 認 を 担 当 さ れ た 委 員 、 地 区 委 員 か ら 補 足 説 明

をお願いいたします。 

 まず初めに５番を鴻地委員、お願いします。 

１ ０ 番  た だ い ま 事 務 局 か ら 説 明 が あ っ た と お り 、 略 図 ５ の 南 側 、

それから北側の３か所の農地とも境界の確認ができまして、あ

と、肥培管理も良好でしたので問題はないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、６番、川野委員、お願いします。 

１ ６ 番  事 務 局 か ら 説 明 が あ っ た と お り 、 境 界 等 も 確 認 で き ま し た

ので、特に問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、７番、岡部委員、お願いします。 

１７番 ７－１は全く問題ありません。 

 ７－２なんですけれども、少し入り組んだりしておりまして、

一部境界が、大きな石が置いてあるのがそうなのかなぐらいの、

ちょっと分かりづらいのがありまして、実は当日、立会人が急

に用ができて、息子さんが立ち会ったんですね。やっぱりかな

り長くやっているんですけれども、あまり境界に対しての認識

が、ちょっと薄いといいますか。だから、今回、取りあえず終

わったら、もう早急に親子間で確認作業を必ずしておいてくれ
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ということを言っておきました。あと、出荷に使うコンテナと

パレットが若干畑に点在しておりましたので、これも早急に片

づけてくれとお願いしておきました。 

 ほかには問題はありません。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、８番ですね。内野委員、お願いします。 

４ 番   境 界 石 も 確 認 で き ま し た し 、 肥 培 管 理 も 良 好 で し た 。 特 に

問題ありません。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、追加説明で、嶋田職務代理、お願いします。 

２ 番   今 、 各 委 員 の 方 が 説 明 が あ っ た と お り 、 肥 培 管 理 は ど こ の

畑も非常によくできていたと思います。 

 ７番の方ですけれども、７－２の略図があるところ、再三委

員のほうから言われているように、出っ張り引っ込みがかなり

あるところなので、それでかなり大きなトラクターを使って耕

うんされるので、かなり土の移動もあるみたいなので、そうい

う影響もあって、ちょっと石の確認ができないところがあるの

で、その辺は今後、いつでも分かるようにしておいてください

というお願いをしました。 

 あとについては問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明の件について御質問がありましたらお願いしま

す。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 御 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第

２号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、証明

することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 
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議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 続きまして、その他で何かありますか。 

局長   事務局のほうからは特にございません。 

議 長   そ れ で は 、 本 日 の 審 議 予 定 は こ れ で 終 了 で ご ざ い ま す 。 次

回の農業委員会は、３月２６日（木）午後３時から、２０８・

２０９会議室で開催となります。 

 本日も慎重審議をしていただき、ありがとうございました。 

 

午後４時０４分 閉会  
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